
議第１１号議案  

  

   国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書の     

   提出  

  

 国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求め、関係行政機関等へ意

見書を提出したいので、次のとおり提出する。  

  

   平成２６年１２月２６日提出  

  

                       政策・総務・財政委員会    

                       委員長  斉  藤  達  也    



国 会 に お け る 憲 法 論 議 の 推 進 と 国 民 的 議 論 の 喚 起 を 求 め る 意 見 書  

  

 日 本 国 憲 法 は 、 昭 和 ２ ２ 年 ５ 月 ３ 日 の 施 行 以 来 、 国 民 主 権 、 平 和 主 義 、 基 本 的

人 権 の 尊 重 の 三 原 則 の も と 、 我 が 国 の 発 展 に 重 要 な 役 割 を 果 た し て き た 。 こ の 三

原 則 こ そ 、 現 憲 法 の 根 幹 を な す も の で あ り 、 今 後 も 堅 持 さ れ な け れ ば な ら な い 。  

 一 方 、 現 憲 法 は 今 日 に 至 る ま で の 約 ７ ０ 年 間 一 度 の 改 正 も 行 わ れ て お ら ず 、 こ

の 間 、 我 が 国 を め ぐ る 諸 情 勢 は 大 き く 変 化 し 、 大 規 模 災 害 へ の 対 応 等 、 憲 法 制 定

当 時 に は 想 定 も で き な か っ た 事 態 へ の 対 応 が 求 め ら れ て い る 。 こ の よ う な 状 況 の

も と 、 憲 法 に つ い て も 、 三 原 則 を 堅 持 し た 上 で 、 直 面 す る 諸 課 題 か ら 国 民 の 安 全

を 確 保 し 、 福 祉 の 向 上 を 図 る 内 容 で あ る こ と が 必 要 と な る 。  

 こ の よ う な 中 、 国 会 に お い て も 、 平 成 １ ９ 年 の 国 民 投 票 法 の 成 立 に 伴 い 憲 法 審

査 会 が 設 置 さ れ 、 憲 法 論 議 が 始 め ら れ て お り 、 そ の 内 容 に つ い て は 、 国 会 は も ち

ろ ん の こ と 、 主 権 者 で あ る 国 民 が 幅 広 く 議 論 を 尽 く し た 結 果 が 反 映 さ れ る べ き で

あ る 。  

 よ っ て 、 国 に お か れ て は 、 日 本 国 憲 法 に つ い て 、 国 会 に お い て 活 発 か つ 広 範 な

議 論 を 推 進 す る と と も に 、 国 民 に 丁 寧 に 説 明 し 、 国 民 的 議 論 を 喚 起 す る こ と を 強

く 要 望 す る 。  

 こ こ に 横 浜 市 会 は 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  

  

   平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 ２ ６ 日  

  

 衆 議 院 議 長  

 参 議 院 議 長  

 内 閣 総 理 大 臣  宛 て  

 総 務 大 臣  

 法 務 大 臣  

  

横 浜 市 会 議 長     

                            佐  藤  祐  文   


